
令 和 4 年 第 3 回

さくら市議会定例会議案書
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付 議 事 件
第 3 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1
専決処分の承認を求めることについて（令和 4 年

度さくら市一般会計補正予算（第 4 号））
市 長 P 4

2

さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例及びさくら市職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について

〃 P 20

3
さくら市職員の降給に関する条例の一部改正につ

いて
〃 P 24

4 令和 4 年度さくら市一般会計補正予算（第 5 号） 〃 P 25

5
令和 4年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

2 号）
〃 P 51

6
令和 4 年度さくら市下水道事業会計補正予算（第 1

号）
〃 P 69

7 令和 3 年度さくら市一般会計決算の認定について 〃 P 71

8
令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計決算の認定について
〃 P 72

9
令和 3 年度さくら市国民健康保険特別会計決算の

認定について
〃 P 73

10
令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算

の認定について
〃 P 74

11
令和 3 年度さくら市介護保険特別会計決算の認定

について
〃 P 75

12
令和 3 年度さくら市水道事業会計決算の認定につ

いて
〃 P 76

13
令和 3 年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について
〃 P 77

報告

1

一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況

説明書の提出について
〃 P 78

報告

2

株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書の提出

について
〃 P 79

報告

3

令和 3 年度健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて
〃 P 80
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議案第 1 号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により、

下記事項について別紙のとおり専決処分したので、同条第 3 項の規定に

よりこれを報告し承認を求める。

記

専決処分第 6 号 令和 4 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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専決処分第 6 号 専決処分書

令和 4 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 4 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 4 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 3,100 万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 199 億 5,181 万 9

千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4 年 7 月 6 日

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和4年度さくら市一般会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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議案第2号

さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び

さくら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について

さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及びさくら市職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び

さくら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例

（さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第1条 さくら市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成17

年さくら市条例第38号）の一部を次のように改正する。

別表第1の15の項中「後8週間」を「以後1年」に改める。

（さくら市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第2条 さくら市職員の育児休業等に関する条例（平成17年さくら市条例

第39号）の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職

員であって、次のいずれかに該当するもの」に、同号ア(ア)中「第2

条の4」を「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休
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業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、

第2条の4」に、「、2歳」を「当該子が2歳」に改め、同号イを次のよ

うに改め、同号ウを削る。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日（以下「1歳到達日」と

いう。）（当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日。以下(ア)において同じ。）において育児休業をして

いる非常勤職員であって、同条3号に掲げる場合に該当して当

該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任

期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該

育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日

又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの

第2条の3第3号中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日

（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育

児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれ

に相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職

に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、」を「養育する非常勤職員が、」に、「と

き」を「場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休

業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは

イ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情があ
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る場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イ

を同号ウとし、同号ア中「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする」に、「配偶者がする」を「配偶者が同

号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、同

号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日（当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児

休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当

して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合

第2条の3第3号に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日（当該

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当して育児休業をしたことがない場合

第2条の4中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日

の翌日（当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該

当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の

翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合であって、」を「養育する非常勤職員が、」

に、「各号」を「各号に掲げる場合」に、「とき」を「場合（当該子

についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次

条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に

該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に

掲げる場合に該当する場合）」に改め、同条第2号を同条第3号とし、
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同条第1号を同条第2号とし、同号の前に次の1号を加える。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日（当該非常勤

職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合

に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合

第2条の4に次の1号を加える。

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後

の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがな

い場合

第2条の5を削る。

第3条第5号を削り、同条第6号を同条第5号とし、同条第7号を同条第

6号とし、同条第8号中「その任期」を「任期を定めて採用された職員

であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育児休業

に係る子について、当該任期」を「任期を、」に、「に特定職に引き

続き」を「引き続いて特定職に」に、「伴い、当該任期」を「伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期」に、「当該引き

続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号を同条第7号とする。

第3条の次に次の1条を加える。

（育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間）

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を

基準として条例で定める期間は、57日間とする。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の日前に改正前のさくら市職員の育児休業等に関する

条例第3条第5号の計画を提出した職員に対する同条（同号に係る部分

に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。
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議案第 3 号

さくら市職員の降給に関する条例の一部改正について

さくら市職員の降給に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 花塚 隆志

さくら市条例第 号

さくら市職員の降給に関する条例の一部を改正する条例

さくら市職員の降給に関する条例（平成 28 年さくら市条例第 2 号）の

一部を次のように改正する。

第 3 条第 1 号ア中「以下この号において同じ。）の実施権者による確認

が行われた全体評語（人事評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号

をいう。）が最下位の段階である場合（次条において「定期評価の全体評

語が最下位の段階である場合」という。）」を「以下同じ。）の全体評語（実

施権者による確認が行われた任命権者が定める全体評語をいう。以下同

じ。）が「不十分」（全体評語のうち最下位の段階のものをいう。以下同

じ。）の段階である場合」に改める。

第 4 条中「定期評価」を「人事評価」に、「最下位」を「「不十分」」に

改める。

附 則

この条例は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。

-24-



議案第 4 号

令和 4 年度さくら市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 4 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 5 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億 6,146 万 4

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 202 億 1,328

万 3 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」

による。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

事 項 期 間 限 度 額

保 健 計 画 作 成 事 業
令 和 4 年 度 か ら

令 和 6 年 度 ま で
3 , 7 4 1

学 校 給 食 管 理 事 業

（ 4 小 学 校 調 理 業 務 委 託 ）

令 和 4 年 度 か ら

令 和 7 年 度 ま で
1 7 9 , 0 3 6

学 校 給 食 管 理 事 業

（ 氏 家 中 学 校 調 理 業 務 委 託 ）

令 和 4 年 度 か ら

令 和 7 年 度 ま で
7 9 , 5 3 0
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令和4年度さくら市一般会計補正予算
（第5号）に関する説明書
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( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

宿日直手当

管理職手当 期末手当 勤勉手当

比　較

比　較 0

311,291

310,399

892

186,792

186,792

0

0

883

883

0

扶養手当 通勤手当 住居手当

2,896,079
362

362

給　料

職員手当
区　分

255

比　較

（単位：千円）

区　分

補正後 34,703

34,448

20,888

20,888

26,598

26,598

0

補正前

0

2,889,355

6,724

2,415,000

2,408,276

6,7240

774,851

773,704

1,147

481,0791,258,891

１　一般職

（１）総括

備考合　計共済費
計職員手当

区　分

481,079

2,265

2,265

0

993

993

0

補正後

補正前

36,586

36,586

児童手当

0

0

0

0

136,787

136,787

0

17,065

17,065

（単位：千円）

の 内 訳

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 0 0

区　分 地域手当

補正後 0 0

寒冷地手当

給　与　費

報　酬

381,258

375,681

5,577

比　較 0 0

1,258,891

職員数

　　（人）

補正後

補正前

315

306

0

9
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( )

( )

( )

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

0 0

比　較 0 892 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 93,121 0 0

職員手当

補正後 0 94,013 0 0 0 0

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

比　較 0 255 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

補正前 0 16,820 0 0

宿日直手当

補正後 0 17,075 0 0 6,912 0

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

6,912 0

（単位：千円）

630,346 106,978 737,324
53

比　較
9

5,577 0 1,147

補正前
302

375,681 137,812 116,853

6,724 0 6,724
0

補正後
311

381,258 137,812 118,000 637,070 106,978 744,048
53

　ア　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

4-保健計画作成事業 3,741
令和4年度　
令和6年度

3,741 3,741

4-学校給食管理事業
（4小学校調理業務委
託）

179,036
令和4年度　
令和7年度

179,036 179,036

4-学校給食管理事業
（氏家中学校調理業
務委託）

79,530
令和4年度　
令和7年度

79,530 79,530

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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議案第 5 号

令和 4 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度さくら市介護保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に

定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 3,761 万 5

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 36 億 5,492 万

2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和4年度さくら市介護保険特別会計補正予算
（第2号）に関する説明書

-57-



-58-



-59-



-60-



-61-



-62-



-63-



-64-



-65-



( )

( )

( )

3,400

0

0

比　較 0

の 内 訳

単身赴任
手当

0

区　分 地域手当

0

0

0

補正後

補正前

0

0

寒冷地手当

0

0

補正前 0 0

0

１　一般職

（１）総括

備考合　計共済費
計職員手当

区　分

10,348 81,356
9

給　料

31,938 71,00820,161

職員数

　　（人）

補正後

給　与　費

報　酬

（単位：千円）

3,400

18,909

10,34831,938
9

80,52670,178

0

0

児童手当

0
1

0

20,012

149

0

扶養手当 通勤手当 住居手当

0

681

0

0

管理職特別
勤務手当

補正前

11

10

職員手当
区　分

12

比　較

（単位：千円）

区　分

補正後 1,364

1,352

240

240

318

318

0

補正前

8308300

給　与　費　明　細　書

18,228

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

宿日直手当

管理職手当 期末手当 勤勉手当

比　較

比　較 0

9,829

9,692

137

4,995

4,995

0

0

15

15

補正後 0 0
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( )

( )

( )

　ア　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分
職員数 給　与　費

共済費 合　計 備考
　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

補正後
11

18,909 0 4,518 23,427 0 23,427
0

（単位：千円）

22,597 0 22,597
0

比　較
1

681 0 149

補正前
10

18,228 0 4,369

830 0 830
0

補正前 0 762 0 0

宿日直手当

補正後 0 774 0 0 0 0

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当

0 0

比　較 0 12 0 0 0 0

単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当職員手当

補正後 0 3,744 0 0 0 0

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

0 0

比　較 0 137 0 0 0 0

の 内 訳 補正前 0 3,607 0 0

区　分 地域手当 寒冷地手当

補正後 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

比　較 0 0

補正前 0 0
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議案第6号

令和4年度さくら市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）
第1条　令和4年度さくら市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによ
　　　る。

（債務負担行為）
第2条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

事項 期間 限度額
令和4年度から
令和9年度まで
令和4年度から
令和9年度まで

　　令和4年9月1日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　뤷塚　隆志

公共下水道水処理センター
維持管理業務委託

750,000千円

農業集落排水水処理セン
ター維持管理業務委託

35,000千円
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（単位：千円）

債務負担行為に関する調書

期　間 金　額 期　間 金　額 営業収益

事　　項 限度額

前年度末までの支払義務発生
（見込）額

当該年度以降の支払義務発生
予定額

左の財源内訳

4-公共下水道水処
理センター維持管
理業務委託

750,000 ‐ ‐
令和4年度から
令和9年度まで

750,000 750,000

4-農業集落排水水
処理センター維持
管理業務委託

35,000 ‐ ‐
令和4年度から
令和9年度まで

35,000 35,000
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議案第 7 号

令和 3 年度さくら市一般会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 3 年度さくら市一般会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 8 号

令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事

業特別会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計決

算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 9 号

令和 3 年度さくら市国民健康保険特別会計決算の認定につ

いて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 3 年度さくら市国民健康保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 10 号

令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算の認定に

ついて

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計決算を別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 11 号

令和 3 年度さくら市介護保険特別会計決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、

令和 3 年度さくら市介護保険特別会計決算を別冊監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 12 号

令和 3 年度さくら市水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定によ

り、令和 3 年度さくら市水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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議案第 13 号

令和 3 年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定によ

り、令和 3 年度さくら市下水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分

計算書のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定により、令和 3

年度さくら市下水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 1 号

一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況説明書の

提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定によ

り、一般財団法人さくら市観光施設管理協会経営状況説明書を別冊のと

おり提出する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 2 号

株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定によ

り、株式会社道の駅きつれがわ経営状況説明書を別冊のとおり提出する。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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報告第 3 号

令和 3 年度健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）

第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定により、令和 3 年度決算に係る健

全化判断比率及び資金不足比率について、別冊監査委員の意見を付けて、

次のとおり報告する。

1 健全化判断比率

・実質赤字比率 － （ 13.11 ％）

・連結実質赤字比率 － （ 18.11 ％）

・実質公債費比率 7.9％ （ 25.0 ％）

・将来負担比率 － （ 350.0 ％）

2 資金不足比率

・水道事業会計 － （ 20.0 ％）

・下水道事業会計 － （ 20.0 ％）

注 1 「－」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値につ

いては該当なしを表す。

注 2 （ ）内は当市の令和 3 年度決算に係る早期健全化基準又は

経営健全化基準を表す。

令和 4 年 9 月 1 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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